
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
を
郵
送

　
年
末
調
整
や
確
定
申
告
で
必
要
な
控
除

証
明
書
を
郵
送
し
ま
す
。

郵
送
時
期　
▼
１
月
１
日
〜
９
月
30
日
納

付
分
…
11
月
上
旬
▼
10
月
１
日
〜
12
月

31
日
納
付
分
…
平
成
28
年
２
月
上
旬

問
ね
ん
き
ん
定
期
便
・
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト

専
用
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７
０

-

０
５
８

-

５
５
５
（
Ｉ
Ｐ
電
話
か
ら
は
☎
０
３

-

６
７
０
０

-

１
１
４
４
／
27
年
11
月

２
日
㈪
〜
28
年
３
月
15
日
㈫
）

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の
申
請
期

限
せ
ま
る「
締
め
切
り
は
11
月
30
日
㈪
」

　
期
限
後
は
、
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

早
め
に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

対
平
成
27
年
６
月
分
の
児
童
手
当
（
特
例

給
付
を
含
ま
な
い
）
の
受
給
者

◎
臨
時
福
祉
給
付
金
（
平
成
27
年
度
）
の

対
象
者
、
生
活
保
護
受
給
者
も
対
象
で
す
。

問
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
担
当　

☎
２
９
９
８

-

９
２
１
４

平
成
27
年
度
臨
時
福
祉
給
付
金
の

申
請
は
、
12
月
28
日
㈪
ま
で

対
平
成
27
年
１
月
１
日
に
、
所
沢
市
に
住

民
登
録
が
あ
り
、
27
年
度
の
市
民
税

（
均
等
割
）
が
非
課
税
の
方

◎
市
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
方
の
扶
養

親
族
、
生
活
保
護
受
給
者
な
ど
は
対
象
外

で
す
。

問
臨
時
福
祉
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
7
０
１
２
０

-

８
５
０

-

２
２
６

難
病
患
者
見
舞
金

対
市
内
在
住
で
、
指
定
難
病
医
療
受
給
者

証
、
特
定
（
指
定
）
疾
患
医
療
受
給
者

証
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
受
給
者

証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
（
所
沢
市

重
度
心
身
障
害
福
祉
手
当
、
特
別
障
害

者
手
当
、
障
害
児
福
祉
手
当
、
経
過
的

福
祉
手
当
の
受
給
者
を
除
く
）

見
舞
金　
２
万
５
千
円

◎
平
成
26
年
度
ま
で
受
給
し
て
い
た
方
も

申
請
で
き
ま
す
。
な
お
、
27
年
度
以
降
は
、

１
人
１
回
限
り
の
支
給
で
す
。

申
問
受
給
者
証
、
印
鑑
、
振
込
先
金
融
機

関
の
本
支
店
名
・
口
座
番
号
（
20
歳
以

上
の
方
は
本
人
名
義
の
口
座
）
を
持
参

の
上
、
市
役
所
１
階
障
害
福
祉
課
☎
２

９
９
８

-

９
１
１
６
へ
直
接

老
人
憩
の
家
さ
く
ら
荘

給
湯
ボ
イ
ラ
ー
改
修
工
事

　
入
浴
用
給
湯
ボ
イ
ラ
ー
改
修
工
事
の
た

め
お
風
呂
を
休
止
し
ま
す
。

休
止
期
間　
11
月
２
日
㈪
〜
13
日
㈮

問
老
人
憩
の
家
さ
く
ら
荘

　
☎
２
９
２
２

-

０
７
１
０

ラ
ー
ク
所
沢

空
調
設
備
改
修
工
事
に
よ
る
臨
時
休
館

休
館
期
間　
11
月
１
日
㈰
〜
２
月
29
日
㈪

　
工
事
の
進
捗
に
よ
っ
て
２
月
か
ら
ト
レ

ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
な
ど
の
一
部
開
館
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

問
産
業
振
興
課
☎
２
９
９
８

-

９
１
５
７

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
の
抽
選
結
果

当
選
件
数
（
応
募
総
数
）　
①
一
般
用
…

１
５
、
０
５
３
通
（
４
７
、
０
０
８

通
）
②
三
世
代
同
居
世
帯
用
…
１
、
６

７
０
通
（
１
、
７
０
５
通
）

問
①
所
沢
商
工
会
議
所
☎
２
９
２
２

-

２

１
９
６
②
商
業
観
光
課
☎
２
９
９
８

-

９
１
５
５

夕
暮
れ
時
に
は
早
め
に
ラ
イ
ト
を

点
灯
し
ま
し
ょ
う
！

　
夕
暮
れ
時
か
ら
夜
間

に
か
け
て
交
通
事
故
が

多
く
発
生
し
ま
す
。
自

転
車
や
自
動
車
の
運
転

者
は
、
早
め
に
ラ
イ
ト

を
点
灯
し
ま
し
ょ
う
！

問
交
通
安
全
課
☎
２
９
９
８

-

９
１
４
０

家
庭
菜
園
で
の
焼
却
行
為
は
禁
止

　
家
庭
菜
園
で
の
焼
却
に
伴
う
煙
や
悪
臭

に
関
す
る
苦
情
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま

す
。
焼
却
は
法
令
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
雑
草
や
枝
葉
な
ど
は
、
埋
め
る
か
生
ご

み
処
理
機
器
（
５
頁
参

照
）
な
ど
を
使
っ
て
堆

肥
化
す
る
。
ま
た
は
家

庭
ご
み
と
し
て
集
積
所

に
出
す
か
、
ク
リ
ー
ン

セ
ン
タ
ー
へ
自
己
搬
入
し
て
く
だ
さ
い
。

問
環
境
対
策
課
☎
２
９
９
８

-

９
２
３
０

所
沢
駅
西
口
土
地
区
画
整
理
事
業
の

事
業
計
画
決
定
に
伴
う
縦
覧

　
平
成
27
年
９
月
30
日
付
で
決
定
し
た
所

沢
駅
西
口
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計

画
の
図
書
が
縦
覧
で
き
ま
す
。

縦
覧
場
所
・
問
市
役
所
２
階
中
心
市
街
地

　
整
備
課
☎
２
９
９
８

-

９
３
６
６

都
市
計
画
の
決
定
・
変
更
に
伴
う
縦
覧

　
平
成
27
年
９
月
30
日
付
で
決
定
お
よ
び

変
更
し
た
次
の
都
市
計
画
の
図
書
が
縦
覧

で
き
ま
す
。

①
所
沢
駅
西
口
北
街
区
第
一
種
市
街
地
再

開
発
事
業
の
決
定

②
高
度
利
用
地
区
の
変
更

③
用
途
地
域
の
変
更

④
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
の
変
更

⑤
地
区
計
画
の
変
更

縦
覧
場
所
・
問
▼
①
市
役
所
２
階
中
心
市

街
地
整
備
課
☎
２
９
９
８

-

９
３
６
６

▼
②
〜
⑤
同
２
階
都
市
計
画
課
☎
２
９

９
８

-
９
１
９
２

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

相
談
電
話　
☎
０
５
７
０

-

０
７
０

-

８

１
０
（
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15

分
／
土
・
日
曜
日
、
祝
休
日
を
除
く
）

相
談
員　
法
務
局
職
員
、
人
権
擁
護
委
員

◆
全
国
一
斉
強
化
週
間

　
11
月
16
日
㈪
か
ら
20
日
㈮
は
午
後
７
時

ま
で
時
間
を
延
長
し
て
、
ま
た
11
月
21
日

㈯
・
22
日
㈰
は
午
前
10
時
か
ら
午
後
５
時

ま
で
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

相
談
員　
法
務
局
職
員
、
人
権
擁
護
委
員

問
さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　
☎
０
４
８

-

８
５
９

-

３
５
０
７

11
月
は
「
い
じ
め
撲
滅
強
調
月
間
」

　
い
じ
め
に
あ
っ
た
り
、
い
じ
め
に
気
が

付
い
た
り
し
た
ら
、
一
人
で
悩
ま
ず
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

◆
よ
い
子
の
電
話
教

育
相
談
（
24
時
間

３
６
５
日
対
応
）

18
歳
以
下
専
用

　

7
０
１
２
０

-

８ハ
ロ
ー６

-

３さ

い

の

く

に

１
９
２

保
護
者
専
用　
☎
０
４
８

-

５こ

こ

ろ

５
６

-

０お

８は

な

し

７
４

メ
ー
ル
相
談　

soudan@
spec.ed.jp

問
県
・
青
少
年
課

　
☎
０
４
８

-

８
３
０

-

５
８
５
８

11
月
1
日
は
「
計
量
記
念
日
！
」

11
月
は
「
計
量
強
調
月
間
！
」

　
私
た
ち
の
身
の
回
り
に
は
、
多
く
の
計

量
器
が
あ
り
ま
す
。
市
で
は
、
特
に
取
引

や
証
明
に
使
用
す
る
は
か
り
を
２
年
に
１

度
検
査
し
て
い
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
も

買
い
物
や
、
健
康
診
断
の
際
に
は
、
正
確

に
計
量
さ
れ
て
い
る
か
な
ど
に
関
心
を
持

っ
て
く
だ
さ
い
。

問
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
☎
２
９
２
６

-

１
７
１
１

11
月
25
日
〜
12
月
１
日
は

「
犯
罪
被
害
者
週
間
」

◆
こ
ん
な
と
き
は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い

　
▼
被
害
に
遭
っ
た
後
の
つ
ら
い
思
い
を

聞
い
て
ほ
し
い
▼
相
談
で
き
る
人
や
場
所

が
な
い
▼
被
害
に
遭
っ
た
こ
と
を
思
い
出

し
て
し
ま
う
▼
何
を
す
る
の
に
も
、
怖
く

て
た
ま
ら
な
い
▼
誰
も
信
じ
る
こ
と
が
で

き
な
い
な
ど

◆
相
談
窓
口
（
祝
休
日
、
年
末
年
始
を
除

く
）

　
▼
埼
玉
県
警
察
本
部
犯
罪
被
害
者
支
援

室
（
犯
罪
被
害
者
相
談
セ
ン
タ
ー
）
7
０

１
２
０

-

３
８
１

-

８
５
８
（
Ｆ
Ａ
Ｘ
兼

用
）
月
〜
金
曜
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後

５
時
15
分
▼
（
公
社
）
埼
玉
犯
罪
被
害
者

援
助
セ
ン
タ
ー
（
彩
の
国
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
）
☎
０
４
８

-

８
６
５

-

７
８
３
０

月
〜
金
曜
日
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

問
防
犯
対
策
室
☎
２
９
９
８

-

９
０
９
０

空
間
放
射
線
量
の
測
定
結
果

　
市
内
10
カ
所
を
測
定
し
た
と
こ
ろ
、
平

常
時
の
放
射
線
量
の
限
度
（
自
然
放
射
線

な
ど
を
除
く
）
を
下
回
っ
て
い
ま
し
た
。

測
定
日　
10
月
８
日

測
定
結
果　
０
・
03
〜
０
・
07
マ
イ
ク
ロ

シ
ー
ベ
ル
ト
／
時

問
環
境
対
策
課
☎
２
９
９
８

-

９
２
３
０

12
月
１
日
は
「
世
界
エ
イ
ズ
デ
ー
」

　
匿
名
・
無
料
で
Ｈ
Ｉ
Ｖ
抗
体
検
査
（
予

約
制
）
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

日
場
毎
月
第
３
月
曜
日
／
狭
山
保
健
所

（
稲
荷
山
公
園
駅
か
ら
徒
歩
７
分
）

問
狭
山
保
健
所
☎
２
９
５
４

-

６
２
１
２

義
援
金
箱
の
設
置

　
平
成
27
年
台
風
第
21
号
与
那
国
町
災
害

の
被
災
者
に
対
す
る
義
援
金
箱
を
市
役
所

１
階
総
合
案
内
に
設
置
し
て
い
ま
す
。

　
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

設
置
期
限　
11
月
30
日
㈪

問
福
祉
総
務
課
☎
２
９
９
８

-

９
１
１
３

看
護
職
の
届
け
出
制
度
が
開
始

　
平
成
27
年
10
月
か
ら
「
看
護
師
等
の
人

材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
の
改
正

に
よ
り
、
看
護
職
の
資
格
を
持
ち
就
業
し

て
い
な
い
方
は
、
届
け
出
が
必
要
で
す
。

問
埼
玉
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
４
８

-

８
２
４

-

７
２
２
０

防
衛
医
科
大
学
校
病
院
の
休
診

　
防
衛
医
科
大
学
校
創
立
42
周
年
記
念
行

事
の
た
め
11
月
27
日
㈮
の
外
来
診
療
は
終

日
休
診
と
な
り
ま
す
。

問
防
衛
医
科
大
学
校
病
院

　
☎
２
９
９
５

-

１
５
１
１

夜間納税・相談窓口

　災害、けが、病気、
失業などで収入が著し
く減り、納期限までに
納められないときは、
お早めにご相談くださ
い。電話による納税相
談も受け付けます。

▼  納付書に記載された納付場所で、
納期限までに納めてください。

問市役所２階収税課
　☎２９９８‐９０７３

11月14日㈯・28日㈯
午前８時30分～午後０時30分
11月14日㈯・28日㈯
午前８時30分～午後０時30分11月の休日開庁日

超親切な市役所へ！

休日開庁（毎月第２・第４土曜日の午前中）

◎取り扱い業務の詳細は、事前にお問い合わせの上、
お越しください。

11月30日㈪は

の納期限です

◆国民健康保険税（第5期）

開
設
日

11月２日㈪・30日㈪、
12月１日㈫
午後５時15分～８時

取り扱い業務 開庁窓口
①転入・転出・転居な
どの異動届②印鑑登録
③住民票・印鑑登録証
明書・戸籍謄抄本証明
書などの交付④住民基
本台帳カードの申請・
交付⑤国民年金の手続
き

市役所１階市民課
①～④☎２９９８‐９０８７
⑤☎２９９８‐９０９５
（国民年金担当）

⑥国民健康保険の手続
き⑦後期高齢者医療制
度に関する相談

同１階国民健康保険課
⑥☎２９９８‐９１３１
⑦☎２９９８‐９２１８
（後期高齢者医療制度担当）

⑧納税証明書、課税・
非課税証明書の交付

市民税課（同１階特設窓口）
☎２９９８‐９０６４

⑨市税・国民健康保険
税の納付⑩納税相談

収税課（同１階特設窓口）
☎２９９８‐９０７３

上記⑦⑩を除く業務 まちづくりセンター
（並木を除く）

情 報 館
広報    平成27年11月号　10
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ことわりのないものは11月２日㈪から申し込み開始。ＦＡＸでの問い合わせは広報課52994-0706へ


